
〇令和８年７⽉10⽇からの業務センターの名称変更及び内部事務のセンター化の対象署⼀覧（広島国税局管内）

令和８年４⽉現在 令和８年７⽉10⽇以降

広島県 　広島国税局業務センター 　　広島国税局
　　広島業務センター

〒733－8689
広島市⻄区観⾳新町１丁⽬17番３号
広島国税局業務センター

広島東、広島南、広島⻄、⽵原､⻄条、海⽥、吉⽥
広島東、広島南、広島⻄、広島北､呉、⽵原、
三原、尾道、福山､府中、三次、庄原、⻄条、

廿日市､海⽥、吉⽥

鳥取県 ー 鳥取、米子、倉吉

岡⼭東、⻄⼤寺、笠岡 岡⼭東、⻄⼤寺、児島、倉敷､玉島、笠岡

　広島国税局業務センター
　岡⼭⻄分室

　　広島国税局
　　岡⼭⻄業務センター

〒700-8681
岡⼭市北区伊福町４丁⽬５番38号
広島国税局業務センター岡⼭⻄分室

岡⼭⻄、瀬⼾、津⼭、⽟野､⾼梁、新⾒、久世 岡⼭⻄、瀬⼾、津⼭、⽟野､⾼梁、新⾒、久世

島根県 　広島国税局業務センター
　出雲分室

　　広島国税局
　　出雲業務センター

〒693－8689
出雲市塩冶善⾏町13番地３
出雲地方合同庁舎
広島国税局業務センター出雲分室

浜⽥、出雲、益⽥、⽯⾒⼤⽥､⼤東、⻄郷 松江、浜⽥、出雲、益⽥、⽯⾒⼤⽥､⼤東、⻄郷

⼭口県 　広島国税局業務センター
　防府分室

　　広島国税局
　　防府業務センター

〒747-8533
防府市寿町６番39号　防府地方合同庁舎
広島国税局業務センター防府分室

下関、宇部、⼭口、萩、徳⼭、防府
岩国、光、⻑⾨、柳井、厚狭

下関、宇部、⼭口、萩、徳⼭、防府
岩国、光、⻑⾨、柳井、厚狭

内務事務のセンター化の対象署

都道府県 業務センターの現名称
（令和８年４⽉現在）

業務センターの新名称
（令和８年７⽉10⽇以降）

書面で申告書等を提出する場合の郵送先住所
※下記郵送先住所は、令和８年４⽉現在の郵送先であるため、
　　　同年７⽉10⽇以降の郵送先住所は、同年７⽉１⽇以降の

国税庁ホームページをご確認ください。

※　下線太字は、令和８年７⽉10⽇より、新たに内部事務のセンター化の対象となる税務署や、新たに設置を予定している拠点を⽰します。

広島国税局

　広島国税局業務センター
　岡⼭東分室

　　広島国税局
　　岡⼭東業務センター

〒700－8689
岡⼭市北区天神町３番23号
広島国税局業務センター岡⼭東分室

岡⼭県

  


